
令和５年度安城市下水道事業
排水設備工事指定工事店事務連絡会

令和５年１１月２９日（水）
安城市下水道課



本日の議事
•排水設備工事等の注意事項

•通知事項

•下水道使用料等



排水設備工事等の
注意事項



（１）確認申請における
グリストラップの資料について

•申請時に必要なもの
①カタログ
②容量算定書
③型番等が分かる写真（既設の場合のみ）

•完了時に必要なもの
①型番等が分かる写真（新設既設とも）
②設置全景写真（新設の場合のみ）

排水設備工事等の注意事項



（２）屋外排水設備の基準外施工について
•事務手続きマニュアルを確認すること

排水設備工事等の注意事項

•土被りが不足している

•合流点・屈曲点にますが無い

よくある事例



土地所有者
Ａ

既設

公共ます

取付管

（３）公共ます等の費用負担について
排水設備工事等の注意事項
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（３）公共ます等の費用負担について
排水設備工事等の注意事項

土地Ｃ
例①

個人負担

開発者B 開発者B
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土地所有者
Ｂ

土地所有者
Ｂ

土地Ｂ Ｂ・Ｃまとめて１宅地
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Ｂ
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費用負担の例外
①土地の面積

・1,500㎡〜：2箇所
・1,000㎡〜：3箇所
・1,500㎡〜：4箇所
・2,000㎡〜：5箇所（※5箇所が上限）

②既存住宅の形状
・既存住宅の形状等の問題で排水を１箇所
にまとめられない場合、２箇所目を市負担
で設置できます。
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・2,000㎡〜：5箇所（※5箇所が上限）

500㎡以上あると…

→土地Cへの設置は
市負担



（４）完了検査の予約について
•大型物件、引渡し日が決まっている物件
等で検査の日程調整が必要なものは事前
予約可能。

•検査予約は市職員に確認後入れること。

排水設備工事等の注意事項

注意‼
・検査日間際での日程変更をしない。



（５）その他注意事項
•取付管設置を伴わない申請については、原
則として、通知後の連絡はしません。

•申請時に水道番号は未定だったものについ
ては、水道番号が決まった後、FAX等で報
告してください。

•給湯器のドレン排水等については、汚水・
雨水どちらに排水していただいて構いませ
ん。

排水設備工事等の注意事項



通知事項
（１）送付資料について
（２）新規供用開始予定区域について
（３）未接続家屋の多い区域について
（４）雨水貯留浸透施設設置

補助金について
（５）工事抑制期間について



指定工事店個票

工事店情報に変更がある場合は、
指定工事店異動届の提出をお願いします！

送付資料について



公共ます等設置工事単価契約についての意向確認書
送付資料について

ＦＡＸ、郵送での
提出も受付けます。
提出期限:1/31（水）



Ｒ６.３.３１ 新規供用開始予定区域（赤松町、百石町）

申請は年明けから
受け付けます

N

安城高校



N

未接続家屋の多い区域（和泉町）



雨水貯留浸透施設設置補助金について

補助金の申請は排水設備等確認申請と同時にお願いします！



県道新規工事
令和 ５年１２月１６日（土）から

市道新規、継続工事・県道継続工事
令和 ５年１２月２３日（土）から

令和 ６ 年１月３日（水）まで

道路工事抑制期間について



下水道使用料等
（１）下水道使用開始届について
ア 下水道使用開始届の提出
イ 各⼾メーター付き集合住宅の
下水道使用開始一覧

（２）井⼾水等を使用する場合について
ア 井⼾水等の使用届
イ 汚水量認定申告書



（１）下水道使用開始届について
ア 下水道使用開始届の提出

◎接続後３日以内の提出厳守（休止時も同様）
◎３日以内に提出が難しい場合FAXで提出
◎その他注意事項
①外構工事など未完了でも下水道接続工事が

完了していれば提出必要
②下水道接続済物件に水道メーターを追加した
場合も提出必要

③確認申請上の水道番号が下水道接続済みでも
提出必要

④水道メーターの指針は開始日の指針を小数点
第１位まで記入

⑤休止・廃止する場合は理由を記入して提出
※HPから様式をダウンロードできます。



（１）下水道使用開始届について
水道

下水

Ｍ

⺟屋 横屋

Ｍ Ｍ

⺟屋 横屋

開始届提出水道

下水



（１）下水道使用開始届について

◎接続後３日以内の提出厳守（休止時も同様）
◎３日以内に提出が難しい場合FAXで提出
◎その他注意事項
①外構工事など未完了でも下水道接続工事が完

了していれば提出必要
②下水道接続済物件に水道メーターを追加した
場合も提出必要

③確認申請上の水道番号が下水道接続済みでも
提出必要

④水道メーターの指針は開始日の指針を小数点
第１位まで記入

⑤休止・廃止する場合は理由を記入して提出
※HPから様式をダウンロードできます。

ア 下水道使用開始届の提出



（１）下水道使用開始届について

◎各⼾メーター以外に散水栓等も一覧に
記入

◎散水栓等は下水道流入の有無も記入
◎各⼾M未設置で開始届を提出する場合
①部屋番号のみ記入した一覧を添付
完了届を提出するまでに出してください

②各⼾M設置・水道番号決定後に
あらためて一覧提出（ＦＡＸのみ可）

※HPから様式をダウンロードできます。

イ 各⼾メーター付き集合住宅の下水道
使用開始一覧

日

（下水道使用開始届用）

各戸メーター付き集合住宅　下水道使用開始一覧

月

- mm

㎥ 年

月㎥ 年 日

- mm

月 日

- mm

㎥ 年mm

月 日

-

㎥ 年mm

集 合 住 宅 名

設　置　場　所

日届　出　日

-

月年

水道番号

mm ㎥-

Ｍ口径 開　始　年　月　日

年 日月

開始指針

㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月 日

- mm ㎥ 年 月

月

日

- mm ㎥ 年

月

日

- mm 日

- mm

㎥

年

年

月 日

-

㎥

㎥ 年mm 月 日

- mm 月 日㎥ 年

安城市 町
番

番地
号

下水道流入
有無

別紙

Ｍ番号部屋番号



（２）井⼾水等を使用する場合について

◎井⼾使用水量が少ないため、メーターを
設置しない場合などに提出
◎井⼾使用水量を使用者から聞き取る
◎井⼾使用水量が変更する場合も提出

※井⼾から水道へ下水の接続を切替えた場合
⇒井⼾水等の廃⽌届と下水道使用開始届

を提出

※HPから様式をダウンロードできます。

ア 井⼾水等の使用届



（２）井⼾水等を使用する場合について

◎次のような場合に提出
①メーターを設置し井⼾水等を
使用する場合
②水道水・井⼾水以外の水を
下水道に排出する場合
③下水道に排出しない水がある
場合

※HPから様式をダウンロードできます。

イ 汚水量認定申告書



ご清聴
ありがとうございました


